
i n f o r m a t i o n

12
月
は
町
税
完
納
月
間

　　
　
　

『
納
付
期
限
は
12
月
28
日
（
水
）』

　
　
口
座
振
替
の
か
た
は
、
12
月
26
日
（
月
）
に
口
座
引
き
落
と
し
を
し

ま
す
の
で
、
預
金
残
高
な
ど
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

町
で
は
、
12
月
を
「
町
税
完
納

月
間
」
と
定
め
、
町
税
の
確
保
に

努
め
て
い
ま
す
。

 

軽
自
動
車
税
、
固
定
資
産
税
、

町
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、

介
護
保
険
料
お
よ
び
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税

目
ご
と
に
納
税
組
合
長
を
通
じ
て

納
付
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、

12
月
28
日
（
水
）
が
最
後
の
納
付

期
限
と
な
り
ま
す
。

　

未
納
の
あ
る
か
た
に
は
、「
町

税
催
告
書
」
を
送
付
し
、
税
務
課

職
員
が
自
宅
や
職
場
を
訪
問
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

納
税
は
、
社
会
の
基
本
的
な
ル

ー
ル
で
す
。
自
ら
進
ん
で
12
月
の

「
町
税
完
納
月
間
内
」
に
納
付
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

◎
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険

料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は

社
会
保
険
料
の
控
除
対
象
で
す

　

国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険

料
、
後
期
高
齢
者
保
険
料
は
、
平

成
23
年
分
の
確
定
申
告
ま
た
は
年

末
調
整
で
の
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
23
年
１
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納
付
さ
れ

た
額
だ
け
が
控
除
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

証
明
書
は
、
税
務
課
で
発
行
し

ま
す
。
手
数
料
は
無
料
で
す
。

　

な
お
、
平
成
24
年
１
月
１
日
以

降
に
納
付
さ
れ
た
場
合
は
、
平
成

24
年
分
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
償
却
資
産
の
申
告
を
！

申
告
は
平
成
24
年
１
月
31
日

（
火
）
ま
で
に

　

法
人
や
自
営
業
者
な
ど
で
、
そ

の
事
業
に
使
用
す
る
償
却
資
産

（
家
屋
と
し
て
課
税
さ
れ
る
建

物
、
自
動
車
お
よ
び
軽
自
動
車
、

小
型
特
殊
自
動
車
お
よ
び
二
輪
の

ＴａｘＮｅｗｓ
納期内納入にご協力ください。

［税だより］

小
型
自
動
車
等
は
除
く
）
の
所
有

者
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
に
お

け
る
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
そ
の

所
在
・
種
類
・
数
量
・
取
得
時
期
・

取
得
価
格
・
耐
用
年
数
・
見
積
価

格
な
ど
、
償
却
資
産
課
税
台
帳
の

登
録
お
よ
び
価
格
決
定
に
必
要
な

事
項
を
、
１
月
31
日
（
火
）
ま
で

に
償
却
資
産
の
所
在
地
の
市
町
村

長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

期
限
内
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
税
務
課
管
理
収
納
係

　

☎
（
86
）
１
１
１
１

　

内
線
１
１
２
２

町
県
民
税
（
４
期
）

国
民
健
康
保
険
税
（
6
期
）　
　
　

  　

  

介
護
保
険
料
（
6
期
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
6
期
）

12
月
は

の
納
付
月
で
す
。
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